
　東日本大震災以降，県に寄せられた国内外からの寄附金

を活用し，「東日本大震災みやぎこども育英基金」として積み

立て，震災で親を亡くした子どもたちが，安定した生活を送り，

希望する進路選択を実現できるよう，支援金・奨学金制度を

創設しました。

　未就学児から大学生等まで，月額金と入学・卒業時の一

時金を支給し，長期的・継続的に支援をおこなってまいります。

平成２３年１２月　（令和2年4月改訂）
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１月につき

１０,０００円

１月につき

３０,０００円

１月につき

４０,０００円

１月につき

５０,０００円

１月につき

自宅通学 ６０,０００円
自宅外通学 １００,０００円

小学校入学時に

１００,０００円

小学校等卒業時に

１５０,０００円

中学校等卒業時に

２００,０００円

高等学校等卒業時に

６００,０００円
大学等入学時に（※）

３６0,０００円

対象者は，宮城県内に住所を有した父母等が，東日本大震災により死亡または行方不明となった未就学児，児童，生徒等です。

未就学児の生活を支援します 児童･生徒･学生等の修学を支援します

申 請 方 法

月 額 金 一 時 金
新たに給付を受ける場合に申請が必要なほか，
毎年度，継続の手続きが必要です。

【申請期間】
随 時

【提出書類】
申請書（様式第1号）
添付書類（申請書裏面のとおり）

新 規

【申請期間】
毎年度，４月１日から４月末日

【提出書類】
現況届（様式第2号）

継 続
【申請期間】

《未就学児（小学校入学時）》
小学校に入学する前年度の１月４日から２月末日

《児童，生徒等（卒業または修了時）》
卒業又は修了する年度の１月４日から１月末日

《大学等入学時》
随時

【提出書類】
申請書（一時金用）（様式第１号）
添付書類（申請書裏面のとおり）

月額金

一時金

【 担 当 窓 口 】

○ 未 就 学 児 → 宮城県教育庁総務課

○ 宮城県内の小学校，中学校，高等学校に在籍している方 → 在籍している学校

○ 県外の小学校，中学校，高等学校等に在籍している方 → 宮城県教育庁総務課

○ 県内外を問わず，大学，専修学校に在籍している方 → 宮城県教育庁総務課

申 請 書 の 提 出 先

給 付 の 方 法

月 額 金

一 時 金

７月（４～９月分）と１月（１０～３月）の年２回，
申請者の指定する口座に振り込みます。

小学校入学一時金及び各学校卒業時一時金は3月に申
請者の指定する口座に振り込みます。

（大学等入学時一時金については随時），大学等入学時
一時金は随時，

ご 注 意 と お 願 い

● 奨学金の給付には次の要件も必要となります。

(1) 教育委員会が別に定める学校等に修学している方

(2) 満２７歳以下の方

● 給付の要件に該当しなくなった場合や，申請内容に虚偽等があり，

不正に受給したと県が認めたときは，給付の決定が取り消され，既に
給付した支援金・奨学金の全部または一部を返還していただく場合が
あります。

● 申請書等については，担当窓口までお問い合わせください。

（※）大学等入学時一時金の対象は，

高等学校等卒業時の一時金の給付を
受けていない方となります。


